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総務文教常任委員会 
                  平成２６年１２月１２日（金）午前１０時～ 

    第３委員会室                                                                                                                             

１ 開議 

 

２ 事務局日程説明 

 

３ 議案審査  

議会事務局  

 （１）第 １号議案 平成２６年度亀岡市一般会計補正予算（第４号） 

           ＜説明～質疑＞ 

 

政策推進室  

 （１）第２３号議案 財産の取得についての議決の一部変更について 

           ＜説明～質疑＞ 

 

企画管理部  

 （１）第 １号議案 平成２６年度亀岡市一般会計補正予算（第４号）   

 （２）第１２号議案 亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

           の制定について 

 （３）第１３号議案 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

           ＜説明～質疑＞ 

 

生涯学習部  

 （１）第 １号議案 平成２６年度亀岡市一般会計補正予算（第４号） 

  ＜説明～質疑＞ 

 
総務部     
 （１）報告第 １号 平成２６年度亀岡市一般会計補正予算（第３号） 
 （２）第 １号議案 平成２６年度亀岡市一般会計補正予算（第４号） 
           ＜説明～質疑＞ 
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 （３）第 ９号議案 平成２６年度亀岡市亀岡財産区特別会計補正予算（第１号） 
 （４）第１０号議案 平成２６年度亀岡市神前財産区特別会計補正予算（第１号） 
 （５）第１１号議案 平成２６年度亀岡市元千歳国分財産区特別会計補正予算 

（第１号） 
＜説明～質疑＞ 

 （６）第１４号議案 亀岡市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の 

           制定について 

＜説明～質疑＞ 

  

教育部   
（１）第 １号議案 平成２６年度亀岡市一般会計補正予算（第４号） 
           ＜説明～質疑＞ 
（２）第１５号議案 亀岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について 
（３）第１６号議案 亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 
          ＜説明～質疑＞ 

 
４ 討論～採決 

 

５ その他 

  ・議会だよりの内容について 
・次回の日程について 

  ・公文書管理条例制定に係る要望について 



（案） 
平成２６年１２月  日 

亀岡市長 栗山 正  様 
亀岡市議会総務文教常任委員会 

委員長 吉田 千尋 
 

亀岡市公文書管理条例の制定について（要望） 

 
 国においては、平成２３年４月から公文書管理法が施行されたところですが、

この法律は、公文書を「国民共有の知的資源」と位置づけ、「主権者たる国民が

主体的に利用し得るものであること」を担保しようとするものであり、地方公

共団体においても、公文書管理にあたって、同様の趣旨について努力義務が課

されています。その影響が徐々に広がりつつある状況の中で、本委員会では、

本年５月に、先進的な取り組みをされている埼玉県志木市への行政視察を実施

しました。その後、今日に至るまで、常任委員会において理事者の意見も聴取

しながら、条例制定に向けた検討を、鋭意、行ってきたところです。 
 ついては、これまでの検討結果を踏まえた、亀岡市公文書管理条例制定要望

の趣旨、及び別添の条例骨格案を参考に、条例制定に向けて積極的に取り組ま

れるよう要望します。 
 

記 
 
１ 亀岡市公文書管理条例制定要望の趣旨 

（１）公文書について、国と同様に、健全な民主主義の根幹を支える市民共有

の知的資源としての位置づけと、主体的利用の担保を明確化すること。 
（２）公文書管理にあたり、公文書管理条例等の改廃や文書廃棄も含めて、外

部からの視点を取り入れるため、公文書管理委員会を設置すること。 
（３）本年の決算審査において、公文書管理の不備が明らかになったところで

あり、条例化により、職員の公文書管理の責務を、より明確化するとと

もに、職員研修の徹底により知識・技能の更なる向上を図ること。 
（４）実施機関における意思決定の過程や、重要な会議の決定・経緯を示す文

書等について、公文書の作成を明確化すること。 
（５）外郭団体における公文書管理の適正化に向け、市の施策に準じた措置を

要請すること。 
２ 亀岡市公文書管理条例骨格案 

   別添のとおり 



項目 条文

目的
 
 この条例は、市の公文書等が健全な民主主義の根幹を支える市民共有の知的資源として、住民自治
の担い手である市民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、公文書等の管理責任を明確に
し、公文書等に関する基本的事項を定めることにより、公文書の適正な管理、保存及び利用等を図
り、もって市政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、市民の知る権利を尊重し、市
の有するその諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務を全うすることを目的とする。

定義 　この条例において「実施機関」とは、市長、上下水道事業管理者、病院事業管理者、教育委員
会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をい
う。
2　この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及
び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作
られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該
実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1)　新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2)　歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
3 この条例において「法人文書」とは、亀岡市が出資する一般社団法人、公益社団法人、一般財団
法人、及び公益財団法人の役員または職員が職務上作成、あるいは取得した文書であって、当該法
人の役員または職員が組織的に用いるものとして、当該法人が所有しているものをいう。ただし、
次に掲げるものを除く。
(1)　新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2)　歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
4 この条例において、「公文書等」とは、前2項に定める公文書及び法人文書をいう。

他の法令との関
係

　公文書等の管理については、法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例に特別の定めがある場
合を除くほか、この条例の定めるところによる。

公文書の作成 　実施機関の職員は、第1条の目的の達成に資するため、当該実施機関における経緯も含めた意思決
定に至る過程ならびに当該実施機関の事務および事業の実績を合理的に跡付け、又は検証すること
ができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項につ
いて、文書を作成しなければならない。
(1)　条例および規則等の設定又は改廃およびその経緯
(2)　前号に規定するもののほか、実施機関又はその長で構成される会議又は実施機関における管理
職員を含む職員で構成される重要な会議その他これらに準ずる会議の決定又は了解およびその経緯
(3)　複数の実施機関による申合せ又は他の実施機関、市民もしくは事業者に対して示す基準の設定
およびその経緯
(4)　個人又は法人の権利義務の得喪およびその経緯
(5)　職員の人事に関する事項

公文書の整理  実施機関は、公文書を事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的に分類しなければならない。
2　実施機関は、前項の規定による公文書の分類に関する基準を定めるとともに、これを一般の閲覧
に供しなければならない。

公文書の保存   実施機関は、公文書等について、別に定める規則に基づき、当該公文書等の保存期間の満了する
日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存および利用を確保するために
必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しな
ければならない。
2　前項の場合において、実施機関は、当該公文書等の集中管理の推進に努めなければならない。

　　　　　　　　　　　　　　　亀岡市公文書管理条例（骨格案）



項目 条文

文書分類基準表
　
　実施機関は、公文書等の管理を適切に行うため、公文書等の分類、名称、保存期間、保存期間
の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項を帳簿(以下
「文書分類基準表」という。)に記載しなければならない。

公文書の廃棄等 　実施機関は、保存期間が満了した公文書等については、適切な方法によりこれを廃棄しなけれ
ばならない。
2　市長を除く実施機関は、前項の規定にかかわらず、保存期間が満了した公文書が歴史的又は
文化的価値を有するものであると認めるときは、これを市長に引き継がなければならない。

公文書取扱規則 　実施機関は、公文書の管理が本条例の規定に基づき適正に行われることを確保するため、公文
書の管理に関する定め(以下「亀岡市文書取扱規則」という。)を設けなければならない。
2　亀岡市文書取扱規則には、公文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)　作成に関する事項
(2)　整理に関する事項
(3)　保管又は保存に関する事項
(4)　文書分類基準表に関する事項
(5)　廃棄等に関する事項
(6)　その他公文書の管理が適正に行われることを確保するために必要な事項

管理状況の報告等 　実施機関は、公文書管理簿の記載状況その他の市政情報の管理の状況について、毎年度、市長
に報告しなければならない。
2　市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

公文書管理委員会 　市長は、本条例、文書分類基準表及び亀岡市文書取扱規則の改廃をしようとするとき、並びに
これらに準ずる条例及び規則等の立案をしようとするときは、公文書管理委員会に諮問するもの
とする。
2 公文書管理委員会は、年1回、公文書の作成並びにその管理について調査を行うものとする。
3 公文書管理委員会は、本条例の運用について執行機関に助言することができる。

職員の責務及び研
修等

　実施機関の職員は、この条例の趣旨に対する理解を深め、自らの責任を自覚して公文書を管理
するよう努めなければならない。
2　市長は、実施機関の職員に対し、公文書の適正な管理を確保するために必要な知識及び技能
を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

出資法人への要請 　市長は、市が資本金として出資している公共団体に対し、この条例に基づく市の施策に準じた
措置を講ずるよう、協力を要請するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　亀岡市公文書管理条例（骨格案）


